
障害者雇用促進企業・多数障害者雇用企業 令和８年度認定企業一覧 令和８年４月１日現在｜産業労働部能力開発課

障害者雇用促進企業 多数障害者雇用企業

兵庫県物品関係入札参加資格者名簿に登録されている企業等で、県内に事業所を有し、①障害
者の法定雇用義務を満たすとともに、②県内事業所で雇用する障害者数が常用雇用労働者数の
3.6％以上かつ2人以上であり、学識者による意見聴取の上、知事が認定したものです。
物品及び役務の調達に係る指名競争入札または少額随意契約を行う際には、見積もり合わせ等

に際し、原則として、障害者雇用促進企業を1者以上追加しなければいけません。

障害者雇用促進企業のうち、県内事業所で雇用する障害者数が常用雇用労働者数の20.0％以
上かつ5人以上であり、学識者による意見聴取の上、知事が認定したものです（第Ⅰ類型）。施
設の清掃や維持管理業務等において、1会計年度に1件(総額500万円以内)の特例随意契約が可
能です。なお、障害者数が10人以上の場合（第Ⅱ類型）、1会計年度に1回のみという制限の適
用もありません。

Ⅱ：第Ⅱ類型Ⅰ：第Ⅰ類型

※上記はいずれも主な業務です。詳細は各企業にお問い合わせください。

永井産業
株式会社

神戸市東灘区

紙類卸売業

TEL：078-431-3811

株式会社

リョーサン

神戸市兵庫区

文具・事務用品

TEL：078-521-2721

株式会社

NEO DAISEI

神戸市中央区

清掃業務（屋外）
・警備業務・管理

TEL：078-331-1955

株式会社

ジルベルト

神戸市須磨区

清掃業務（建物・屋外）

TEL：078-747-0505

株式会社

ロータリービジネス

宝塚市

印刷

TEL：0797-89-0607

株式会社

ニューライフ

三田市

清掃業務（建物）

TEL：079-568-7888

新関西衣料サービス
株式会社

稲美町

リース(リネン）

クリーニング

TEL：079-495-0044

株式会社

大健

姫路市

建物保守・管理
・清掃業務（建物）

TEL：079-284-1161

福井建設
株式会社

養父市

仮設建物・リース

TEL：079-665-0301

但南建設
株式会社

朝来市

産業廃棄物処理

TEL：079-676-3121

淡路土建
株式会社

洲本市

工事用材料類
（アスファルト・砂利等）

TEL：0799-22-2525

錦メンテナンス
株式会社

姫路市

清掃業務（建物）
・建物保守・管理

TEL：079-245-8885

一般財団法人

神戸市水道サービス公社

神戸市須磨区

人材派遣

TEL：078-733-5150

山陽アメニティサービス
株式会社

姫路市

清掃業務（建物）
・建物保守・管理

TEL：07９-285-3４1２

株式会社

アイワ

高砂市

清掃業務（建物）
・建物保守・管理

TEL：079-443-5301

障害者雇用促進企業

浮田産業
株式会社

豊岡市

日用品（記念品・贈答品）

TEL：0796-22-7111

共同ビルサービス
株式会社

神戸市中央区

清掃業務（建物）
・警備業務

TEL：078-242-6058

株式会社

極東エンタープライズ

神戸市中央区

産業廃棄物処理

TEL：078-252-1890

多数障害者雇用企業

社会福祉法人

きょうどう

神戸市兵庫区

清掃業務（建物・屋外）

TEL：078-362-0190

Ⅰ 日本パーソネルセンター
株式会社

神戸市中央区

データ入力

TEL：078-304-8930

Ⅱ

社会福祉法人

三喜会

神戸市西区

クリーニング
リース（リネン）

TEL：078-913-0003

Ⅱ 株式会社

サンライズ

西宮市

清掃業務（屋外・建物）

TEL：0798-56-7497

Ⅱ

一般社団法人

西宮高齢者事業団

西宮市

清掃業務（屋外・建物）

TEL：0798-76-1301

Ⅱ

株式会社

ワールドビジネスサポート

神戸市中央区

人材派遣・清掃業務（建物）

TEL：070-１２９０-９７６９

Ⅱ

株式会社

エスコアハーツ

稲美町

印刷

TEL：07９-492-6688

Ⅱ Ⅱ株式会社

横山サポートテック

赤穂市

産業廃棄物処理

TEL：0791-43-5328



ひょうご障害者ハート購入企業・多額購入企業 令和８年度認定企業一覧 令和８年４月１日現在｜福祉部ユニバーサル推進課

ひょうご障害者ハート購入企業 多額購入企業

兵庫県物品関係入札参加資格者名簿に登録されている企業等で、県内に事業所を有し、
①障害者の法定雇用義務を満たすとともに、②県内の障害福祉サービス事業者等から年間100
万円超の物品購入または役務調達実績があり、学識者による意見聴取の上、知事が認定したも
のです。
物品及び役務の調達に係る指名競争入札または少額随意契約を行う際には、見積もり合わせ

等に際し、原則、障害者雇用促進企業・ハート購入企業を1者以上追加しなければいけません。

ひょうご障害者ハート購入企業のうち、県内の障害福祉サービス事業者等から年間500万円
超の物品の購入または役務の調達を行っている者で、学識者の意見を踏まえた上で知事が認定を
したものです。
施設の清掃や維持管理業務等において、1会計年度に1件(総額500万円以内)の特例随意契約

が可能です。

少額随契等における障害雇用促進企業等の追加指定義務

地元もしくは地元近隣に当該役務や物品等を取り扱う業者がない
ケースや、中小企業等の健全な受注環境を配慮する必要があるケース等、

合理的な理由がある場合は、必ずしもこの限りではありません。

※上記はいずれも主な業務です。詳細は各企業にお問い合わせください。

：多額購入企業多

株式会社

エスコアハーツ

稲美町

印刷

TEL：07９-492-6688

ひょうご障害者ハート購入企業 多額購入企業

（該当なし）
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